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基本規程改正(案)	 

加筆	 	 	 	 	 修正；	 	 	 	 	 削除；	 	 	 	 .	 

	 

現規程	 改正案	 改正理由	 

第２章	 組織  
 
〔所管事項〕 
第４０条	 本規程等に対する違反行為のうち、競技及び競技会に関

連する違反行為（本規程第１２章第３節）に対する懲罰につい

ては、規律・フェアプレー委員会の調査及び審議を経て、理事

会が決定する。 
２．本規程等に対する違反行為のうち、ドーピング禁止に関する違

反行為（本規程第１４章）に対する懲罰については、日本ドー

ピング防止規律パネルが決定する。 
３．本規程等に対する違反行為のうち、第１項及び第２項を除く違

反行為（本規程第１２章第４節）に対する懲罰については、裁

定委員会の調査及び審議を経て、理事会が決定する。ただし、

Ｊリーグにおける違反行為に関してはＪリーグ規約の定める

ところによるものとする。 
４．本協会に加盟又は登録する団体（加盟チーム、地域サッカー協

会、都道府県サッカー協会、各種の連盟及び準加盟チーム）並

びに個人（選手、監督、コーチ、審判及び役職員その他の関係

者）に関連する次の各号の紛争については、当事者の申立に基

づき裁定委員会が和解をあっせんするものとする。ただし、Ｊ

リーグにおける紛争についてはＪリーグ規約の定めるところ

によるものとする。 
(1)	 契約、所属及び移籍に関する紛争 
(2)	 本規程等に関する権利・義務に関わる紛争 

 
第４３条 本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。 

(1)	 総務委員会 

第２章	 組織  
 
〔所管事項〕 
第４０条 本規程等に対する違反行為のうち、競技及び競技会に関
連する違反行為（本規程第１２章第３節）に対する懲罰につい

ては、規律委員会の調査及び審議を経て、理事会が決定する。 
 
２．本規程等に対する違反行為のうち、ドーピング禁止に関する違

反行為（本規程第１４章）に対する懲罰については、日本ドー

ピング防止規律パネルが決定する。 
３．本規程等に対する違反行為のうち、第１項及び第２項を除く違

反行為（本規程第１２章第４節）に対する懲罰については、裁

定委員会の調査及び審議を経て、理事会が決定する。ただし、

Ｊリーグにおける違反行為に関してはＪリーグ規約の定めると

ころによるものとする。 
４．本協会に加盟又は登録する団体（加盟チーム、地域サッカー協

会、都道府県サッカー協会、各種の連盟及び準加盟チーム）並

びに個人（選手、監督、コーチ、審判及び役職員その他の関係

者）に関連する次の各号の紛争については、当事者の申立に基

づき裁定委員会が和解をあっせんするものとする。ただし、Ｊ

リーグにおける紛争についてはＪリーグ規約の定めるところに

よるものとする。 
(1)	 契約、所属及び移籍に関する紛争 
(2)	 本規程等に関する権利・義務に関わる紛争 

 
第４３条 本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。 
   (1)	 総務委員会 

 
 
 
 
 
・委員会の名称変更に

伴う変更（以下、複数

個所について同様の変

更） 
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(2)	 競技会委員会 
(3)  規律・フェアプレー委員会 
(4)	 審判委員会   
(5)	 技術委員会 
(6)	 スポーツ医学委員会 
(7)	 施設委員会 
(8)	 フットサル委員会 
(9)	 財務委員会 
(10) 女子委員会 
(11) 国際委員会 
(12) 国際マッチメイク委員会 
(13) 広報委員会 

 
 
別  表  １  〔専門委員会の所管事項〕  
１．総務委員会 
	 	 (1) 総務、企画、法律、栄典に関する事項 
	 	 (2) 他の委員会に属さない事項 
 
 
 

（新規） 
 
 
２．競技会委員会 
	 	 (1)	 各種大会に関する事項と試合の監理 
	 	 (2)	 ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦの各種大会とＪリーグ等の

国内大会の日程調整に関する事項 
 
３．規律・フェアプレー委員会 
	 	 (1)	 競技及び競技会に関連する違反行為に対する調査・審議及

び懲罰案の決定 

   (2)	 法務委員会 
   (3)	 競技会委員会 
   (4)	 規律委員会 
   (5)	 審判委員会   
   (6)	 技術委員会 
   (7)	 スポーツ医学委員会 
   (8)	 施設委員会 
   (9)	 フットサル委員会 
   (10)	 財務委員会 
   (11) 女子委員会 
   (12) 国際委員会 
   (13) 国際マッチメイク委員会 
   (14) 広報委員会 
   (15) リスペクト・フェアプレー委員会 
 
別  表  １  〔専門委員会の所管事項〕  
１．総務委員会 
	 	 (1)	 総務、企画、栄典に関する事項 
	 	 (2)	 他の委員会に属さない事項 
 
２．法務委員会 
	 	 (1)	 各種規程・規則の草案 
	 	 (2)	 各種法務関連政策に関する事項 
	 	 (3)	 サッカー界における法秩序の維持 
 
３．競技会委員会 
	 	 (1)	 各種大会に関する事項と試合の監理 
	 	 (2)	 ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦの各種大会とＪリーグ等の
国内大会の日程調整に関する事項 

 
４．規律委員会 
	 	 (1)	 競技及び競技会に関連する違反行為に対する調査・審議及
び懲罰案の決定 

・委員会新設により加

筆 
・委員会の名称変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・委員会新設により加

筆 
 
 
・法務委員会新設に伴

い、総務委員会の所管

事項より「法律」を削

除 
・委員会新設に伴い、

所管事項を新たに規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
・名称変更に伴い変更 
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	 	 (2)	 フェアプレ‐に関する事項 
 
４．審判委員会 
	 	 (1)	 競技規則の解釈、適用 
	 	 (2)	 審判員の養成 
	 	 (3)	 国際審判員に関する事項 
	 	 (4)	 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 
	 	 (5)	 審判員の賞罰に関する事項 
	 	 (6)	 審判インストラクターに関する事項 
 
５．技術委員会 
	 	 (1)	 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 
	 	 (2)	 日本を代表するチームの編成案の作成 
	 	 (3)	 日本を代表するチームの強化 
	 	 (4)	 その他日本を代表するチームに関する事項 
	 	 (5)	 選手の育成、強化に関する事項 
	 	 (6)	 ユ‐ス年代の普及に関する事項 
	 	 (7)	 強化方針に基づく技術指導 
	 	 (8)	 指導者の養成 
	 	 (9)	 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 
	 	 (10) その他技術指導に関する事項 
 
６．スポーツ医学委員会 
	 	 (1)	 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 
	 	 (2)	 アンチ・ドーピングに関する事項 
	 	 (3)	 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 
	 	 (4)	 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事

項 
	 	 (5)	 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事

項 
	 	 (6)	 その他すべての医学及び健康に関する事項 
 
７．施設委員会 

 
 
５．審判委員会 
	 	 (1)	 競技規則の解釈、適用 
	 	 (2)	 審判員の養成 
	 	 (3)	 国際審判員に関する事項 
	 	 (4)	 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 
	 	 (5)	 審判員の賞罰に関する事項 
	 	 (6)	 審判指導者に関する事項 
 
６．技術委員会 
	 	 (1)	 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 
	 	 (2)	 日本を代表するチームの編成案の作成 
	 	 (3)	 日本を代表するチームの強化 
	 	 (4)	 その他日本を代表するチームに関する事項 
	 	 (5)	 選手の育成、強化に関する事項 
	 	 (6)	 ユ‐ス年代の普及に関する事項 
	 	 (7)	 強化方針に基づく技術指導 
	 	 (8)	 指導者の養成 
	 	 (9)	 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 
	 	 (10) その他技術指導に関する事項 
 
７．スポーツ医学委員会 
	 	 (1)	 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 
	 	 (2)	 アンチ・ドーピングに関する事項 
	 	 (3)	 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 
	 	 (4)	 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事

項 
	 	 (5)	 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事

項 
	 	 (6)	 その他すべての医学及び健康に関する事項 
 
８．施設委員会 

・「フェアプレーに関す

る事項」を削除（リス

ペクト・フェアプレー

委員会(新設)へ移管） 
 
 
 
 
･基本規程 第 7 章審判
の定義に合わせる 
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	 	 (1)	 競技会の施設関係の指導 
	 	 (2)	 施設及び用具に関する規程基準の研究指導 
	 	 (3)	 施設に関する情報の収集 
	 	 (4)	 施設の増加、改善対策 
	 	 (5)	 ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 
 
８．フットサル委員会 
	 	 (1)	 フットサルに関する事項 
	 	 (2)	 フットサルに関する大会及び試合の監理 
	 	 (3)	 ビーチサッカーに関する事項 
	 	 (4)	 ビーチサッカーに関する大会及び試合の監理 
 
９．財務委員会 
	 	 (1)	 毎年度予算案及び決算案の審議 
	 	 (2)	 資金運用、借入等資金計画に関する検討 
	 	 (3)	 長期財政計画の審議 
	 	 (4)	 その他財務及び経理に関する重要事項の審議 
 
１０. 女子委員会 
	 	 (1)	 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 
 
１１．国際委員会 
	 	 (1)	 ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 
	 	 (2)	 アジア協力に関する事項 
	 	 (3)	 上記以外の国際関係 
 
１２．国際マッチメイク委員会 
	 	 (1)	 各年代日本代表チームマッチメイクに関する事項 
	 	 (2)	 各年代日本代表チームに関係するＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥ

ＡＦＦ等公式大会に関する事項 
	 	 (3)	 日本を代表するクラブチームのＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡ

ＦＦ等公式大会に関する事項 
	 	 (4)	 上記以外の各年代日本代表チームに関する事項(Ｊリーグ

	 	 (1)	 競技会の施設関係の指導 
	 	 (2)	 施設及び用具に関する規程基準の研究指導 
	 	 (3)	 施設に関する情報の収集 
	 	 (4)	 施設の増加、改善対策 
	 	 (5)	 ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 
 
９．フットサル委員会 
	 	 (1)	 フットサルに関する事項 
	 	 (2)	 フットサルに関する大会及び試合の監理 
	 	 (3)	 ビーチサッカーに関する事項 
	 	 (4)	 ビーチサッカーに関する大会及び試合の監理 
 
１０．財務委員会 
	 	 (1)	 毎年度予算案及び決算案の審議 
	 	 (2)	 資金運用、借入等資金計画に関する検討 
	 	 (3)	 長期財政計画の審議 
	 	 (4)	 その他財務及び経理に関する重要事項の審議 
 
１１. 女子委員会 
	 	 (1)	 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 
 
１２．国際委員会 
	 	 (1)	 ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 
	 	 (2)	 アジア協力に関する事項 
	 	 (3)	 上記以外の国際関係 
 
１３．国際マッチメイク委員会 
	 	 (1)	 各年代日本代表チームマッチメイクに関する事項 
	 	 (2)	 各年代日本代表チームに関係するＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥ

ＡＦＦ等公式大会に関する事項 
	 	 (3)	 日本を代表するクラブチームのＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡ

ＦＦ等公式大会に関する事項 
	 	 (4)	 上記以外の各年代日本代表チームに関する事項(Ｊリーグ
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及び技術委員会との調整を含む) 
 
１３．広報委員会 
	 	 (1)	 広報・宣伝に関する企画・立案 
	 	 (2)	 その他広報・宣伝に関する事項 
 
 
 
 
 

第６章	 競技  
 
〔開催承認の条件〕 
第１２２条 前条による競技会開催の承認に際して、本協会が示す

条件は、次の事項である。ただし、本協会の理事会が特に承認

した場合は、この限りではない。 
(1)  参加チームは、全て本協会の加盟チームであること 
(2)  競技は本協会の競技規則により行うこと 
(3)  参加選手は本協会の諸規程を遵守すること 
(4)  参加選手の傷害について考慮してあること 
(5)  本協会が定める競技会開催並びに運営に関する諸規程

に従うこと 
(6)  審判への審判手当は関係協会の指示に従うこと 
(7) 競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属

員に関する懲罰事項に関しては、関係協会の規律・フ

ェアプレー委員会が決定すること 
(8)  その他本協会が必要と認めた指示に従うこと 

 
 

第１２章	 懲罰  
 
〔無期限の懲罰の解除〕	 

第２０３条	 前条第１項第８号から第１０号並びに第２項第１１

及び技術委員会との調整を含む) 
 
１４．広報委員会 
	 	 (1)	 広報・宣伝に関する企画・立案 
	 	 (2)	 その他広報・宣伝に関する事項 
 
１５.リスペクト・フェアプレー委員会 
	 	 (1)	 リスペクトに関する事項 
	 	 (2)	 フェアプレーに関する事項 
 

第６章	 競技  
 
〔開催承認の条件〕 
第１２２条 前条による競技会開催の承認に際して、本協会が示す
条件は、次の事項である。ただし、本協会の理事会が特に承認

した場合は、この限りではない。 
(1)  参加チームは、全て本協会の加盟チームであること 
(2)  競技は本協会の競技規則により行うこと 
(3)  参加選手は本協会の諸規程を遵守すること 
(4)  参加選手の傷害について考慮してあること 
(5) 本協会が定める競技会開催並びに運営に関する諸規程に
従うこと 

(6)  審判への審判手当は関係協会の指示に従うこと  
(7) 競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属員
に関する懲罰事項に関しては、関係協会の規律委員会（又

は規律・フェアプレー委員会）が決定すること 
(8)  その他本協会が必要と認めた指示に従うこと 

 
 

第１２章	 懲罰  
 
〔無期限の懲罰の解除〕 
第２０３条	 前条第１項第８号から第１０号並びに第２項第１１

 
 
 
 
 
 
・委員会新設により加

筆 
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号及び第１２号の懲罰のうち、無期限の懲罰を受けた個人又は

団体（以下個人、団体ともに「当事者」という）は、処分開始

日から２年以上経過した後に、以下の手続により解除の申請を

行なうことができる。	 

(1)	 当事者（団体の場合はその代表者）は、解除の嘆願書、

活動状況報告書及び反省文（以下「当事者申請書類」とい

う）を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受け

たときに所属した組織（複数に属する場合はそのいずれ

か）に申請することを原則とするが、万が一その原則に添

えない特段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類

に明記する。	 

①	 都道府県サッカー協会	 

②	 地域サッカー協会	 

③	 第７１条第２項各号に列挙する各種連盟	 

④	 J リーグ	 

(2)	 前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解

除が適切・妥当と判断した場合、当該組織としての嘆願書

を作成し、当事者申請書類を添付して本協会事務局に申請

する。	 

(3) 本協会事務局は、懲罰案を起案した委員会（規律・フェア
プレー委員会又は裁定委員会のいずれか。以下「担当委員

会」という）に前号の書類一式を回付する。	 

(4)	 担当委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、当
事者から事情を聞き、その聴聞結果を担当委員会にはかり

解除の妥当性について審議する。 
(5)	 担当委員会が解除妥当と判断した場合、原則として担当委

員会の直後に開催される本協会理事会で解除につき審

議・決定する。 
２．本協会理事会において解除が認められた当事者は、処分解除日

として定められた日から復権する。なお、担当委員会又は本協

会理事会において解除が留保された場合、当事者は留保された

原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。 
 

号及び第１２号の懲罰のうち、無期限の懲罰を受けた個人又は

団体（以下個人、団体ともに「当事者」という）は、処分開始

日から２年以上経過した後に、以下の手続により解除の申請を

行なうことができる。	 

(1)	 当事者（団体の場合はその代表者）は、解除の嘆願書、

活動状況報告書及び反省文（以下「当事者申請書類」とい

う）を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受け

たときに所属した組織（複数に属する場合はそのいずれ

か）に申請することを原則とするが、万が一その原則に添

えない特段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類

に明記する。	 

①	 都道府県サッカー協会	 

②	 地域サッカー協会	 

③	 第７１条第２項各号に列挙する各種連盟	 

④	 J リーグ	 

(2)	 前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解

除が適切・妥当と判断した場合、当該組織としての嘆願書

を作成し、当事者申請書類を添付して本協会事務局に申請

する。	 

(3) 本協会事務局は、懲罰案を起案した委員会（規律委員会又
は裁定委員会のいずれか。以下「担当委員会」という）に

前号の書類一式を回付する。 
(4)	 担当委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、
当事者から事情を聞き、その聴聞結果を担当委員会にはか

り解除の妥当性について審議する。 
(5)	 担当委員会が解除妥当と判断した場合、原則として担当
委員会の直後に開催される本協会理事会で解除につき審

議・決定する。 
２．本協会理事会において解除が認められた当事者は、処分解除日

として定められた日から復権する。なお、担当委員会又は本協

会理事会において解除が留保された場合、当事者は留保された

原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。 
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〔調査及び審議の手続〕 
第２１１条 本協会、都道府県協会、各種連盟、Ｊリーグ又は公式

競技会の規律・フェアプレー委員会（以下、本節においては単

に「規律・フェアプレー委員会」という）及び本協会の裁定委

員会における懲罰の調査及び審議の手続は、本節に定めるとこ

ろによる。 
 
〔所管事項〕 
第２１２条 競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰につ

いては、第３節の定めるところにより所管の規律・フェアプレ

ー委員会が調査・審議を行う。 
	 

〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕	 

第２１３条	 本協会は、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、

各種連盟及びＪリーグ（以下、本条において「都道府県協会等」

という）に対して、その所管する加盟団体又は選手等に関する

懲罰問題を本章の規定にしたがって処理し、懲罰を決定・適用

する権限を委任する。	 

２．都道府県協会等は、前項に従って懲罰問題を処理するため、そ

れぞれ規律・フェアプレー委員会を設置する。 
３．都道府県協会等の規律・フェアプレー委員会は、決定した懲罰

の内容を、本協会に通知しなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する懲罰を科す場合には、懲罰案を本協会

に通知し本協会の理事会が懲罰を決定・適用する。 
(1)	 ６ヶ月以上の出場停止処分 
(2)	 罰金 
(3)	 没収 
(4)	 ６ヶ月以上の公的職務の停止・禁止・解任 
(5)	 ６ヶ月以上のサッカー関連活動の停止・禁止 
(6)	 下位ディビジョンへの降格 
(7)	 除名 

 
〔手続の非公開〕 

〔調査及び審議の手続〕 
第２１１条 本協会、都道府県協会、各種連盟、Ｊリーグ又は公式
競技会の規律委員会又は規律・フェアプレー委員会（以下、本

節においては単に「規律委員会」という）及び本協会の裁定委

員会における懲罰の調査及び審議の手続は、本節に定めるとこ

ろによる。 
 
〔所管事項〕 
第２１２条 競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰につ
いては、第３節の定めるところにより所管の規律委員会が調

査・審議を行う。 
 
〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕	 

第２１３条	 本協会は、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、

各種連盟及びＪリーグ（以下、本条において「都道府県協会等」

という）に対して、その所管する加盟団体又は選手等に関する

懲罰問題を本章の規定にしたがって処理し、懲罰を決定・適用

する権限を委任する。	 

２．都道府県協会等は、前項に従って懲罰問題を処理するため、そ

れぞれ規律委員会を設置する。 
３．都道府県協会等の規律委員会は、決定した懲罰の内容を、本協

会に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する懲罰を科す場合には、懲罰案を本協会に通知し本協会

の理事会が懲罰を決定・適用する。 
(1)	 ６ヶ月以上の出場停止処分 
(2)	 罰金 
(3)	 没収 
(4)	 ６ヶ月以上の公的職務の停止・禁止・解任 
(5)	 ６ヶ月以上のサッカー関連活動の停止・禁止 
(6)	 下位ディビジョンへの降格 
(7)	 除名 

 
〔手続の非公開〕 
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第２１５条 規律・フェアプレー委員会及び裁定委員会における懲
罰の手続及び記録は非公開とする。ただし、規律・フェアプレ

ー委員会又は裁定委員会は、手続の公正が害されるおそれがな

く、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を

許すことができる。 
 
〔聴聞〕 
第２１６条 規律・フェアプレー委員会及び裁定委員会は、原則と

して当事者に対し事情聴取を行い、その意見を聞くものとす

る。ただし、当事者の同意がある場合又は対象者が事情聴取を

拒否若しくは無断欠席した場合はこの限りではない。 
 
〔言語〕 
第２１７条 規律・フェアプレー委員会及び裁定委員会の手続及び

書面における言語は日本語を使用するものとする。 
２．当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述に

ついては日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文

を添付しなければならない。 
 
〔代理人〕 
第２１８条 弁護士及び規律・フェアプレー委員会又は裁定委員会

が承認した者を除き、当事者の代理人となることができない。 
 
〔議決〕 
第２２０条 規律・フェアプレー委員会及び裁定委員会の議事は、

出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の

決するところとする。 
 
〔懲罰案の作成〕 
第２２１条 規律・フェアプレー委員会及び裁定委員会は、調査・

審議の上、次の事項を記載した懲罰案を作成し、これを理事会

に提出しなければならない。 
(1)	 当事者の氏名（団体の場合は団体名及び代表者名）

第２１５条 規律委員会及び裁定委員会における懲罰の手続及び記
録は非公開とする。ただし、規律委員会又は裁定委員会は、手

続の公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると

認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。 
 
 
〔聴聞〕 
第２１６条 規律委員会及び裁定委員会は、原則として当事者に対
し事情聴取を行い、その意見を聞くものとする。ただし、当事

者の同意がある場合又は対象者が事情聴取を拒否若しくは無断

欠席した場合はこの限りではない。 
 
〔言語〕 
第２１７条 規律委員会及び裁定委員会の手続及び書面における言
語は日本語を使用するものとする。 

２．当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述に

ついては日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文

を添付しなければならない。 
 
〔代理人〕 
第２１８条 弁護士及び規律委員会又は裁定委員会が承認した者を
除き、当事者の代理人となることができない。 

 
〔議決〕 
第２２０条 規律委員会及び裁定委員会の議事は、出席者の過半数
をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところと

する。 
 
〔懲罰案の作成〕 
第２２１条 規律委員会及び裁定委員会は、調査・審議の上、次の
事項を記載した懲罰案を作成し、これを理事会に提出しなけれ

ばならない。 
(1)	 当事者の氏名（団体の場合は団体名及び代表者名）
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並びに住所 
(2)	 代理人があるときは、その氏名及び住所 
(3)	 主文（判断の結論。効力発生日を含む。） 
(4)	 判断の理由 
(5)	 作成年月日 

 
〔競技及び競技会における違反行為〕 
第２２５条 加盟団体又は選手等の違反行為のうち、日本国内で実

施される公式試合及び公式競技会に関するものに対しては、本

節の定めるところにより、所管の規律・フェアプレー委員会の

調査・審議を経て懲罰を適用する。 
 
〔公式競技会における懲罰〕 
第２２７条 日本国内で実施される公式競技会においても、それぞ

れ規律・フェアプレー委員会を設置し、本章の規定に従い、そ

の競技会に関する規律問題を処理しなければならない。この場

合、第２１３条〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕第２

項及び第３項を準用する。 
 
〔懲罰基準の運用細則〕 
第２３３条 本協会の規律・フェアプレー委員会は、理事会の承認

を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。 
 
〔別紙１〕競技及び競技会における懲罰基準 
１．警 告 
１‐１．以下(1)ないし(9)号のいずれかに該当する場合には、主審

は警告を命じ、かつ規律・フェアプレー委員会は以下①ないし

②号のとおり懲罰を科す。 
(1)  反則行為 
(2)  危険な行為 
(3)  主審、副審の判定に対する非難、抗議等 
(4)  主審、副審、他の競技者、その他競技に立ち会って

いる人々に対する非難 

並びに住所 
(2)	 代理人があるときは、その氏名及び住所 
(3)	 主文（判断の結論。効力発生日を含む。） 
(4)	 判断の理由 
(5)	 作成年月日 

 
〔競技及び競技会における違反行為〕 
第２２５条 加盟団体又は選手等の違反行為のうち、日本国内で実
施される公式試合及び公式競技会に関するものに対しては、本

節の定めるところにより、所管の規律委員会の調査・審議を経

て懲罰を適用する。 
 
〔公式競技会における懲罰〕 
第２２７条 日本国内で実施される公式競技会においても、それぞ
れ規律委員会を設置し、本章の規定に従い、その競技会に関す

る規律問題を処理しなければならない。この場合、第２１３条

〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕第２項及び第３項を

準用する。 
 
〔懲罰基準の運用細則〕 
第２３３条 本協会の規律委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基
準の運用に関する細則を定めることができる。 

 
〔別紙１〕競技及び競技会における懲罰基準 
１．警 告 
１‐１．以下(1)ないし(9)号のいずれかに該当する場合には、主審
は警告を命じ、かつ規律委員会は以下①ないし②号のとおり懲

罰を科す。 
(1)  反則行為 
(2)  危険な行為 
(3)  主審、副審の判定に対する非難、抗議等 
(4)  主審、副審、他の競技者、その他競技に立ち会って
いる人々に対する非難 
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(5)  不正な行為 
(6)  反スポーツ的な行為（シミュレーションを含む） 
(7)  策略的な行為（時間稼ぎ、露骨なハンド等を含む） 
(8)  主審に無断で一時的にフィールドを離れる行為 
(9)  その他スポーツマンらしくない行為（観客への無礼

な仕種、差別発言その他の差別的行為等を含む） 
 
①繰り返した場合（同一競技会において、前の試合で既に警告され

ている競技者への警告。内容は同一でなくてもよい）:同一競技
会において最低１試合の出場停止。 

②同一競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行っ

た場合： 
同一競技会において最低２試合の出場停止。 
 
１‐２．同一試合中に２度警告を受け、退場を命ぜられた場合（内

容は同一でなくてもよい）には、規律・フェアプレー委員会は

以下のとおり懲罰を科す。 
①１回目の場合	 ：最低１試合の出場停止。 
②繰り返した場合：最低２試合の出場停止および罰金。 
 
２．退 場 
以下の２‐１(1)ないし(10)号または２‐２ないし２‐６のいず
れかに該当する場合には、主審は退場を命じ、かつ規律・フェア

プレー委員会は、各項①号以下の定めにより懲罰を科す。 
 
３．その他の違反行為 
３‐１．以下の(1)ないし(3)号のいずれかに該当する場合には、規

律・フェアプレー委員会は以下①号以下に定めるところにより

懲罰を科す。 
(1)	 チーム又は選手等が試合継続を拒否し、又は試合を放棄する場

合 
(2)	 試合中又は試合終了後の、競技場内における騒乱（観衆による

競技場乱入、爆竹、花火、ロケット花火等の投入、その他の事

(5)  不正な行為 
(6)  反スポーツ的な行為（シミュレーションを含む） 
(7)  策略的な行為（時間稼ぎ、露骨なハンド等を含む） 
(8)  主審に無断で一時的にフィールドを離れる行為 
(9)  その他スポーツマンらしくない行為（観客への無礼
な仕種、差別発言その他の差別的行為等を含む） 

 
①繰り返した場合（同一競技会において、前の試合で既に警告され

ている競技者への警告。内容は同一でなくてもよい）:同一競技
会において最低１試合の出場停止。 

②同一競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行っ

た場合： 
同一競技会において最低２試合の出場停止。 
 
１‐２．同一試合中に２度警告を受け、退場を命ぜられた場合（内

容は同一でなくてもよい）には、規律委員会は以下のとおり懲

罰を科す。 
①１回目の場合	 ：最低１試合の出場停止。 
②繰り返した場合：最低２試合の出場停止および罰金。 
 
２．退 場 
以下の２‐１(1)ないし(10)号または２‐２ないし２‐６のい
ずれかに該当する場合には、主審は退場を命じ、かつ規律委員

会は、各項①号以下の定めにより懲罰を科す。 
 
３．その他の違反行為 
３‐１．以下の(1)ないし(3)号のいずれかに該当する場合には、規
律委員会は以下①号以下に定めるところにより懲罰を科す。 

 
(1)	 チーム又は選手等が試合継続を拒否し、又は試合を放棄する場
合 

(2)	 	 試合中又は試合終了後の、競技場内における騒乱（観衆によ
る競技場乱入、爆竹、花火、ロケット花火等の投入、その他の
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件。） 
(3)	 チームによる著しい違反行為 
 
 
 
〔別紙２〕懲罰基準の運用に関する細則  
〔６ヶ月以上の懲罰を科す場合の運用について〕 
第１条 都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟およ

びＪリーグ（以下本条において「都道府県協会等」という。）

の規律・フェアプレー委員会は、本協会の懲罰基準に基づき、

懲罰を決定する。 
２．前項の定めにかかわらず、「６ヶ月以上の出場停止処分」、「罰

金」、「没収」、「６ヶ月以上の公的職務の停止・禁止・解任」、「６

ヶ月以上のサッカー関連活動の停止･禁止」、「下位ディビジョ

ンへの降格」または「除名」（基本規程２１３条３項各号参照）

については、都道府県サッカー協会等には決定権はないものと

し、懲罰案を本協会に連絡した上で、本協会が決定するものと

する。 
３．期間を定めず、特定の試合数の出場停止処分を科す場合であっ

ても、その期間が６ヶ月を超える可能性がある場合は、前項と

同様とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事件。） 
(3)	 チームによる著しい違反行為 
 
 
 
〔別紙２〕懲罰基準の運用に関する細則  
〔６ヶ月以上の懲罰を科す場合の運用について〕 
第１条 都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟およ
びＪリーグ（以下本条において「都道府県協会等」という。）

の規律委員会は、本協会の懲罰基準に基づき、懲罰を決定する。 
 
２．前項の定めにかかわらず、「６ヶ月以上の出場停止処分」、「罰

金」、「没収」、「６ヶ月以上の公的職務の停止・禁止・解任」、「６

ヶ月以上のサッカー関連活動の停止･禁止」、「下位ディビジョン

への降格」または「除名」（基本規程２１３条３項各号参照）に

ついては、都道府県サッカー協会等には決定権はないものとし、

懲罰案を本協会に連絡した上で、本協会が決定するものとする。 
 
３．期間を定めず、特定の試合数の出場停止処分を科す場合であっ

ても、その期間が６ヶ月を超える可能性がある場合は、前項と

同様とする。 
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〔競技会終了時に未消化となった懲罰の管理〕 
第１０条 競技会で消化しきれなかった懲罰について、以下の流れ

に従って実施、管理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

（参考資料）事情聴取での必要な情報	 

１．大会名等	 

・Ｘ県選手権Ｐ地区予選トーナメント第３回戦（出場１６チーム）、

ａ	 対	 ｆ	 

２．日時、場所、ピッチコンディション等の条件	 

・1999 年Ｍ月Ｄ日	 １３：３５キックオフ	 前半２５分頃	 

・Ｘ県総合競技場、芝生（一部はげ）、前日の雨により滑りやすか

った	 

３．案件に関わった人の名前、所属等	 

・主審；Ｒ（チームｒ、３級）、副審；Ｓ（チームｒ、４級）、Ｔ（チ

ームｒ、３級）	 

・Ａ選手（チームａ）、Ｆ選手（チームｆ）	 

・会場責任者（等の客観的第三者）；Ｍ（Ｘ県Ｐ地区社会人連盟事

務局）	 

４．審判報告書、審判報告書（重要事項）	 

・主審が記入し、署名のあるもの（退場があった場合、審判は審判
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２．日時、場所、ピッチコンディション等の条件	 

・1999 年Ｍ月Ｄ日	 １３：３５キックオフ	 前半２５分頃	 

・Ｘ県総合競技場、芝生（一部はげ）、前日の雨により滑りやすか

った	 

３．案件に関わった人の名前、所属等	 

・主審；Ｒ（チームｒ、３級）、副審；Ｓ（チームｒ、４級）、Ｔ（チ

ームｒ、３級）	 

・Ａ選手（チームａ）、Ｆ選手（チームｆ）	 

・会場責任者（等の客観的第三者）；Ｍ（Ｘ県Ｐ地区社会人連盟事

務局）	 

４．審判報告書、審判報告書（重要事項）	 
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報告書（重要事項）に詳細に記入して報告しなければならない）	 

 
	 ・通知の受理と確認 
	 ・消化の確認 
	 	 （さらに未消化がある場合次の大会規律委員会へ通知） 
	 ・年度末時点での未消化分を JFAに報告 

 
・再度の事情聴取などを実施した上､審議し､理事会にて決定･通告 

処分案が 6ヶ月以上の場合 

 
①チームに次の試合予定を確認 
②次の試合の規律委員会、主催／主管 FA・
連盟に通知 

③チームの所属する都道府県 FAに通知 

 
次の試合を報告 

① 

 
・競技会で処分を消化 
・チームの所属する都道府県 FAに通知 

② 

③ 
 
・通告 
・未消化分

の確認 

都道府県ＦＡ 

JFA規律・フェアプレー委員会 

Ｂ大会規律委員会 

チーム 

Ａ大会規律委員会 

 
	 ・通知の受理と確認 
	 ・消化の確認 
	 	 （さらに未消化がある場合次の大会規律委員会へ通知） 
	 ・年度末時点での未消化分を JFAに報告 

 
・再度の事情聴取などを実施した上､審議し､理事会にて決定･通告 

処分案が 6ヶ月以上の場合 

 
①チームに次の試合予定を確認 
②次の試合の規律委員会、主催／主管 FA・
連盟に通知 

③チームの所属する都道府県 FAに通知 

 
次の試合を報告 

① 

 
・競技会で処分を消化 
・チームの所属する都道府県 FAに通知 

② 

③ 
 
・通告 
・未消化分

の確認 

都道府県ＦＡ 

JFA規律委員会 

Ｂ大会規律委員会 

チーム 

Ａ大会規律委員会 
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報告書（重要事項）に詳細に記入して報告しなければならない）	 

５．案件の客観的事実とそれを確認した人	 

・詳細かつ客観的な事実（選手役員のとった行動、発言した内容等

を、それぞれ具体的に記載し、個別に誰が確認したかも明記す

る）	 

・案件の背景（事実上の決勝戦、前回の対戦でも小競り合いがあっ

た）	 

・確認した人は客観的に事実を見ることの出来た第三者であること

がのぞましい	 

６．事情聴取を実施した日付等	 

・事情聴取担当者；Ｎ（Ｘ県規律フェアプレー委員長）、Ｏ（同委

員）、Ｐ（同委員、Ｐ地区規律フェアプレー委員長）	 

７．事情聴取の結果 
・客観的な事実でない場合（主審Ｒはそう聞いた、副審Ｔにはそう

見えた）や、それぞれで意見が分かれる場合（副審Ｓは「タッ

クルされた」が選手Ｆは「近づきすぎて接触した」）はその発

言者名を明記し、個別に記載する 
・「覚えていない」というような場合では、その旨を明記する 
・報告書が出来た段階で、意見が記載の通りで間違いが無いかを当

事者に直接確認する 
８．処分案 
・６ヶ月以上の処分を課す方針となった場合には、本委員会に即刻

報告し、日本協会理事会が最終決定を行う 
・その際、被処分者には確認がなされるまで暫定的な処分であるこ

とを通知する 
９．その他の特記事項 
・情状酌量に値する事項等については、客観的事実を具体的に記載

する 

５．案件の客観的事実とそれを確認した人	 

・詳細かつ客観的な事実（選手役員のとった行動、発言した内容等

を、それぞれ具体的に記載し、個別に誰が確認したかも明記す

る）	 

・案件の背景（事実上の決勝戦、前回の対戦でも小競り合いがあっ

た）	 

・確認した人は客観的に事実を見ることの出来た第三者であること

がのぞましい	 

６．事情聴取を実施した日付等	 

・事情聴取担当者；Ｎ（Ｘ県規律委員長）、Ｏ（同委員）、Ｐ（同委

員、Ｐ地区規律委員長）	 

７．事情聴取の結果 
・客観的な事実でない場合（主審Ｒはそう聞いた、副審Ｔにはそう

見えた）や、それぞれで意見が分かれる場合（副審Ｓは「タッ

クルされた」が選手Ｆは「近づきすぎて接触した」）はその発言

者名を明記し、個別に記載する 
・「覚えていない」というような場合では、その旨を明記する 
・報告書が出来た段階で、意見が記載の通りで間違いが無いかを当

事者に直接確認する 
８．処分案 
・６ヶ月以上の処分を課す方針となった場合には、本委員会に即刻

報告し、日本協会理事会が最終決定を行う 
・その際、被処分者には確認がなされるまで暫定的な処分であるこ

とを通知する 
９．その他の特記事項 
・情状酌量に値する事項等については、客観的事実を具体的に記載

する 

 


